
昭
和
四
十
六
年
大
蔵
省
・
厚
生
省
・
農
林
省
・
通
商
産
業

省
・
運
輸
省
令
第
三
号

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
七
号
）
に
基
づ
き
、
お

よ
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害

防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
で
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
工
場
に

お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止

組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年

政
令
第
二
百
六
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
で

使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
省
令
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
「
大
気
関
係
第
一
種
公
害
防
止
管
理
者
」
と
は
、

令
別
表
第
三
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
害
防
止

管
理
者
を
い
う
。

二
　
「
大
気
関
係
第
二
種
公
害
防
止
管
理
者
」
と
は
、

令
別
表
第
三
の
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
害
防
止

管
理
者
を
い
う
。

三
　
「
大
気
関
係
第
三
種
公
害
防
止
管
理
者
」
と
は
、

令
別
表
第
三
の
三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
害
防
止

管
理
者
を
い
う
。

四
　
「
大
気
関
係
第
四
種
公
害
防
止
管
理
者
」
と
は
、

令
別
表
第
三
の
四
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
害
防
止

管
理
者
を
い
う
。

五
　
「
水
質
関
係
第
一
種
公
害
防
止
管
理
者
」
と
は
、

令
別
表
第
三
の
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
害
防
止

管
理
者
を
い
う
。

六
　
「
水
質
関
係
第
二
種
公
害
防
止
管
理
者
」
と
は
、

令
別
表
第
三
の
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
害
防
止

管
理
者
を
い
う
。

七
　
「
水
質
関
係
第
三
種
公
害
防
止
管
理
者
」
と
は
、

令
別
表
第
三
の
七
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
害
防
止

管
理
者
を
い
う
。

八
　
「
水
質
関
係
第
四
種
公
害
防
止
管
理
者
」
と
は
、

令
別
表
第
三
の
八
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
害
防
止

管
理
者
を
い
う
。

九
　
「
騒
音
・
振
動
関
係
公
害
防
止
管
理
者
」
と
は
、

令
別
表
第
三
の
九
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
害
防
止

管
理
者
を
い
う
。

十
　
「
特
定
粉
じ
ん
関
係
公
害
防
止
管
理
者
」
と
は
、

令
別
表
第
三
の
十
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
害
防
止

管
理
者
を
い
う
。

十
一
　
「
一
般
粉
じ
ん
関
係
公
害
防
止
管
理
者
」
と
は
、

令
別
表
第
三
の
十
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
害
防

止
管
理
者
を
い
う
。

十
二
　
「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
関
係
公
害
防
止
管
理
者
」

と
は
、
令
別
表
第
三
の
十
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

公
害
防
止
管
理
者
を
い
う
。

十
三
　
「
講
習
」
と
は
、
令
第
十
一
条
第
二
号
又
は
令

別
表
第
三
の
各
項
の
下
欄
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大

臣
及
び
環
境
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登

録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
講
習
を
い
う
。

（
公
害
防
止
統
括
者
の
選
任
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
害
防
止
統

括
者
の
選
任
は
、
公
害
防
止
統
括
者
を
選
任
す
べ
き
事

由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
法
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
主
務
省
令
で
定

め
る
業
務
は
、
事
故
時
の
措
置
（
大
気
汚
染
防
止
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一

項
に
定
め
る
事
故
時
の
措
置
を
い
う
。
第
六
条
第
一
項

第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
ば
い
煙
に
係
る
緊
急

時
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
主
務
省
令
で
定
め
る

業
務
は
、
事
故
時
の
措
置
（
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和

四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
十
四
条
の
二
第
一

項
に
定
め
る
事
故
時
の
措
置
を
い
う
。
第
六
条
第
二
項

第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
排
出
水
に
係
る
緊
急

時
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

３
　
法
第
三
条
第
一
項
第
七
号
ハ
の
主
務
省
令
で
定
め
る

業
務
は
、
事
故
時
の
措
置
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特

別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
十
三

条
第
一
項
に
定
め
る
事
故
時
の
措
置
を
い
う
。
第
六
条

第
七
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
に
係
る
緊
急
時
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
公
害
防
止
統
括
者
の
選
任
等
の
届
出
）

第
四
条
　
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様

式
第
一
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
公
害
防
止
管
理
者
の
選
任
）

第
五
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
害
防
止
管

理
者
の
選
任
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
公
害
防
止
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
事
由
が
発
生
し

た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
す
る
こ
と
。

二
　
二
以
上
の
工
場
に
つ
い
て
同
一
の
公
害
防
止
管
理

者
を
選
任
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
工
場
相
互
間
の
距
離
、
生

産
工
程
上
の
関
連
、
指
揮
命
令
系
統
、
当
該
工
場
の

維
持
管
理
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
者
の
状
況
そ
の

他
の
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
し
、
一
人
の

公
害
防
止
管
理
者
が
二
以
上
の
工
場
の
公
害
防
止
管

理
者
と
な
つ
て
も
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
つ

て
特
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
一
の
特
定
事
業
者
が
設
置
す
る
複
数
の
工
場
に

お
い
て
、
同
一
人
を
公
害
防
止
管
理
者
と
し
て
選

任
す
る
場
合

ロ
　
特
定
事
業
者
及
び
当
該
特
定
事
業
者
の
子
会
社

（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第

二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
特
定
事
業
者
を

子
会
社
と
す
る
親
会
社
（
同
法
第
二
条
第
四
号
に

規
定
す
る
親
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
又
は
当
該
親
会
社
の
子
会
社
（
当
該

特
定
事
業
者
を
除
く
。
）
が
設
置
す
る
複
数
の
工

場
に
お
い
て
、
同
一
人
を
公
害
防
止
管
理
者
と
し

て
選
任
す
る
場
合

ハ
　
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
協
同
組
合
、
同
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
業
協
同
小
組
合
若
し
く
は
同
項
第
八

号
に
掲
げ
る
商
工
組
合
又
は
水
産
業
協
同
組
合
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
二

条
に
規
定
す
る
漁
業
協
同
組
合
若
し
く
は
水
産
加

工
業
協
同
組
合
で
そ
の
地
区
が
都
道
府
県
の
区
域

を
超
え
な
い
も
の
が
そ
の
事
業
と
し
て
公
害
防
止

管
理
者
の
資
格
を
有
す
る
者
に
公
害
の
防
止
に
関

す
る
指
導
を
行
わ
せ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
組
合
の
組
合
員
（
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数

が
、
五
十
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
が
そ
の
者

を
公
害
防
止
管
理
者
と
し
て
選
任
す
る
場
合

ニ
　
同
一
の
業
種
に
属
す
る
中
小
企
業
者
（
中
小
企

業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四

号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
中
小
企
業

者
を
い
う
。
）
が
共
同
で
公
害
防
止
管
理
者
の
資

格
を
有
す
る
者
に
公
害
の
防
止
に
関
す
る
業
務
を

行
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
中
小
企
業
者

（
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
、
五
十
人
以
下

の
も
の
に
限
る
。
）
が
そ
の
者
を
公
害
防
止
管
理

者
と
し
て
選
任
す
る
場
合

（
法
第
四
条
第
一
項
の
技
術
的
事
項
）

第
六
条
　
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め

る
技
術
的
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
使
用
す
る
燃
料
又
は
原
材
料
の
検
査

二
　
ば
い
煙
発
生
施
設
の
点
検

三
　
ば
い
煙
発
生
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
ば
い
煙
を

処
理
す
る
た
め
の
施
設
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
施
設

の
操
作
、
点
検
及
び
補
修

四
　
ば
い
煙
量
又
は
ば
い
煙
濃
度
の
測
定
の
実
施
及
び

そ
の
結
果
の
記
録

五
　
測
定
機
器
の
点
検
及
び
補
修

六
　
事
故
時
の
措
置
（
応
急
の
措
置
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
実
施

七
　
ば
い
煙
に
係
る
緊
急
時
に
お
け
る
ば
い
煙
量
又
は

ば
い
煙
濃
度
の
減
少
、
ば
い
煙
発
生
施
設
の
使
用
の

制
限
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
の
実
施

２
　
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技

術
的
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
使
用
す
る
原
材
料
の
検
査

二
　
汚
水
等
排
出
施
設
の
点
検

三
　
汚
水
等
排
出
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃

液
を
処
理
す
る
た
め
の
施
設
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る

施
設
の
操
作
、
点
検
及
び
補
修

四
　
排
出
水
又
は
特
定
地
下
浸
透
水
の
汚
染
状
態
の
測

定
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
の
記
録

五
　
測
定
機
器
の
点
検
及
び
補
修

六
　
事
故
時
の
措
置
（
応
急
の
措
置
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
実
施

七
　
排
出
水
に
係
る
緊
急
時
に
お
け
る
排
出
水
の
量
の

減
少
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
の
実
施

３
　
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技

術
的
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
騒
音
発
生
施
設
の
配
置
の
改
善

二
　
騒
音
発
生
施
設
の
点
検

三
　
騒
音
発
生
施
設
の
操
作
の
改
善

四
　
騒
音
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
の
操
作
、
点
検
及

び
補
修

４
　
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技

術
的
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
使
用
す
る
原
材
料
の
検
査

二
　
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
の
点
検

三
　
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
か
ら
発
生
し
、
又
は
飛
散

す
る
特
定
粉
じ
ん
を
処
理
す
る
た
め
の
施
設
及
び
こ

れ
に
附
属
す
る
施
設
の
操
作
、
点
検
及
び
補
修

四
　
特
定
粉
じ
ん
の
濃
度
の
測
定
の
実
施
及
び
そ
の
結

果
の
記
録

五
　
測
定
機
器
の
点
検
及
び
補
修

５
　
法
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技

術
的
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
使
用
す
る
原
材
料
の
検
査

二
　
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
の
点
検
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三
　
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
か
ら
発
生
し
、
又
は
飛
散

す
る
一
般
粉
じ
ん
を
処
理
す
る
た
め
の
施
設
及
び
こ

れ
に
附
属
す
る
施
設
の
操
作
、
点
検
及
び
補
修

６
　
法
第
四
条
第
一
項
第
六
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技

術
的
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
振
動
発
生
施
設
の
配
置
の
改
善

二
　
振
動
発
生
施
設
の
点
検

三
　
振
動
発
生
施
設
の
操
作
の
改
善

四
　
振
動
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
の
操
作
、
点
検
及

び
補
修

７
　
法
第
四
条
第
一
項
第
七
号
の
省
令
で
定
め
る
技
術
的

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
使
用
す
る
燃
料
又
は
原
材
料
の
検
査

二
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
発
生
施
設
の
点
検

三
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
発
生
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
排

出
ガ
ス
又
は
排
出
水
を
処
理
す
る
た
め
の
施
設
及
び

こ
れ
に
付
属
す
る
施
設
の
操
作
、
点
検
及
び
補
修

四
　
排
出
ガ
ス
又
は
排
出
水
に
含
ま
れ
る
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
の
量
の
測
定
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
の
記
録

五
　
測
定
機
器
の
点
検
及
び
補
修

六
　
事
故
時
の
措
置
（
応
急
の
措
置
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
実
施

七
　
排
出
ガ
ス
又
は
排
出
水
に
係
る
緊
急
時
に
お
け
る

量
の
減
少
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
の
実
施

（
公
害
防
止
管
理
者
の
選
任
等
の
届
出
）

第
七
条
　
法
第
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
様
式
第
二
に
よ
る
届

出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
届
出
が
公
害
防
止
管
理
者
の
選
任
に
係

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の

資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
害
防
止
主
任
管
理
者
の
選
任
）

第
八
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
害
防
止
主

任
管
理
者
の
選
任
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
公
害
防
止
主
任
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
事
由
が
発

生
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
選
任
す
る
こ
と
。

二
　
二
以
上
の
工
場
に
つ
い
て
同
一
の
公
害
防
止
主
任

管
理
者
を
選
任
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

（
令
第
九
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
八
条
の
二
　
令
第
九
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
ば
い
煙
発
生
施
設
に
係
る
公
害
防
止
管
理
者
と
当

該
ば
い
煙
発
生
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
ば
い
煙
の
処

理
工
程
に
設
置
さ
れ
て
い
る
汚
水
等
排
出
施
設
に
係
る

公
害
防
止
管
理
者
の
選
任
に
つ
き
同
一
人
を
選
任
す
る

場
合
又
は
ば
い
煙
発
生
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
ば
い

煙
の
処
理
工
程
と
汚
水
等
排
出
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る

汚
水
若
し
く
は
廃
液
の
処
理
工
程
が
互
い
に
独
立
し
て

い
る
場
合
と
す
る
。

（
公
害
防
止
主
任
管
理
者
の
選
任
等
の
届
出
）

第
九
条
　
法
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
三
に
よ
る

届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
届
出
が
公
害
防
止
主
任
管
理
者
の
選

任
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
七
条
第
一
項
第

二
号
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
類
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
代
理
者
の
選
任
及
び
選
任
等
の
届
出
）

第
十
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
選
任
及
び
第
四
条
の
規

定
に
よ
る
届
出
は
、
公
害
防
止
統
括
者
の
代
理
者
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

２
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
任
及
び
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
届
出
は
、
公
害
防
止
管
理
者
の
代
理
者
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

３
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
任
及
び
前
条
の
規
定
に
よ

る
届
出
は
、
公
害
防
止
主
任
管
理
者
の
代
理
者
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
承
継
の
届
出
）

第
十
条
の
二
　
法
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
は
、
様
式
第
三
の
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
書
面
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
条

第
三
項
（
法
第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
三
項
又
は

第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
た
特
定
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人

で
あ
つ
て
、
二
以
上
の
相
続
人
の
全
員
の
同
意
に
よ

り
選
定
さ
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
三
の
三

に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

二
　
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
特
定
事
業
者
の

地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
前
号
の
相
続

人
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
三
の
四
に
よ

る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

三
　
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ

つ
て
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た

特
定
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

（
学
歴
及
び
実
務
の
経
験
）

第
十
一
条
　
令
別
表
第
三
の
下
欄
に
規
定
す
る
学
歴
及
び

実
務
の
経
験
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
害
防

止
管
理
者
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２
　
令
第
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
学
歴
及
び
実
務
の

経
験
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
技
術
士
の
選
択
科
目
）

第
十
一
条
の
二
　
令
別
表
第
三
の
一
の
項
の
下
欄
第
一

号
、
三
の
項
の
下
欄
第
六
号
、
五
の
項
の
下
欄
第
一

号
、
七
の
項
の
下
欄
第
一
号
、
九
の
項
の
下
欄
第
二

号
、
十
の
項
の
下
欄
第
三
号
又
は
十
二
の
項
の
下
欄
第

一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
選
択
科
目
は
、
別
表
第
二

の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
ご
と
に
、
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
技
術
部
門
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

選
択
科
目
と
す
る
。

（
計
量
士
の
区
分
）

第
十
一
条
の
三
　
令
別
表
第
三
の
一
の
項
の
下
欄
第
二
号

又
は
九
の
項
の
下
欄
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
区

分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商

産
業
省
令
第
六
十
九
号
）
第
五
十
条
第
一
号
又
は
第
二

号
に
規
定
す
る
区
分
と
す
る
。

（
衛
生
管
理
者
の
免
許
の
種
類
及
び
業
務
）

第
十
一
条
の
四
　
令
別
表
第
三
の
二
の
項
の
下
欄
第
一

号
、
九
の
項
の
下
欄
第
一
号
又
は
十
の
項
の
下
欄
第
一

号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
種
類
の
免
許
は
、
労
働
安
全

衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）

別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
免

許
と
し
、
同
表
の
二
の
項
の
下
欄
第
一
号
、
九
の
項
の

下
欄
第
一
号
又
は
十
の
項
の
下
欄
第
一
号
の
主
務
省
令

で
定
め
る
業
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
労
働
基
準
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
第
十
八
条

第
九
号
、
同
条
第
六
号
若
し
く
は
第
八
号
又
は
同
条
第

四
号
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

（
作
業
主
任
者
の
免
許
の
種
類
）

第
十
一
条
の
五
　
令
別
表
第
三
の
三
の
項
の
下
欄
第
四
号

又
は
四
の
項
の
下
欄
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
種

類
の
免
許
は
、
そ
れ
ぞ
れ
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第

四
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
又
は
一

級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
と
す
る
。

（
届
出
書
の
提
出
部
数
）

第
十
二
条
　
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
届
出
書
の
正
本

に
そ
の
写
し
一
通
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
家
試
験
の
基
本
方
針
）

第
十
三
条
　
主
務
大
臣
は
、
国
家
試
験
の
実
施
に
際
し
、

共
同
し
て
、
問
題
作
成
、
採
点
及
び
合
格
の
判
定
に
つ

い
て
の
基
本
方
針
を
定
め
る
。

２
　
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
（
指
定
試
験
機
関
が

試
験
事
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
試
験
機

関
。
第
十
五
条
の
二
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
前
項
の
基
本
方
針
に
基
づ

き
国
家
試
験
を
行
う
。

（
試
験
委
員
）

第
十
四
条
　
国
家
試
験
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
ら
せ

る
た
め
、
経
済
産
業
省
及
び
環
境
省
に
公
害
防
止
管
理

者
等
試
験
委
員
を
置
く
。
た
だ
し
、
法
第
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
に
試
験
事
務
の
全

部
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
　
公
害
防
止
管
理
者
等
試
験
委
員
は
、
公
害
の
防
止
に

関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
及
び
主
務
省
の
職
員
を
も
つ

て
充
て
る
。

（
国
家
試
験
の
実
施
細
目
）

第
十
五
条
　
国
家
試
験
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る

試
験
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
科
目
に
つ
い
て
、
筆
記
試
験
に
よ
り
行
な
う
も
の
と

す
る
。

２
　
国
家
試
験
（
指
定
試
験
機
関
が
そ
の
試
験
事
務
を
行

う
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式

第
四
の
受
験
願
書
を
そ
の
者
が
受
験
し
よ
う
と
す
る
試

験
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
、
経
済

産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
指
定
試
験
機
関
が
そ
の
試
験
事
務
を
行
う
国
家
試
験

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
が
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
験
願
書
を
当
該
指
定
試
験
機

関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
国
家
試
験
を
実

施
す
る
期
日
、
場
所
そ
の
他
国
家
試
験
の
実
施
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
官
報
に
公
示
す
る
。

（
国
家
試
験
科
目
の
免
除
）

第
十
五
条
の
二
　
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
国

家
試
験
の
一
部
の
科
目
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
は
、

そ
の
合
格
し
た
国
家
試
験
の
行
わ
れ
た
年
の
初
め
か
ら

三
年
以
内
に
そ
の
合
格
し
た
国
家
試
験
と
同
一
の
区
分

に
係
る
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
そ
の
者
の
申
請

に
よ
り
、
そ
の
合
格
し
た
科
目
を
免
除
す
る
。

２
　
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
別
表
第
三
の
上

欄
に
掲
げ
る
区
分
の
国
家
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

で
あ
つ
て
、
他
の
区
分
の
国
家
試
験
に
合
格
し
た
者
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
区
分
の
国

家
試
験
の
科
目
と
同
一
の
科
目
を
免
除
す
る
。

（
合
格
の
通
知
等
）

第
十
六
条
　
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
国
家
試

験
に
合
格
し
た
者
の
受
験
番
号
を
官
報
に
公
示
す
る
と

と
も
に
、
国
家
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
様
式
第
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五
の
書
類
を
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
通
知

す
る
。

（
合
格
証
書
の
再
交
付
）

第
十
七
条
　
前
条
の
書
類
（
以
下
「
合
格
証
書
」
と
い

う
。
）
を
汚
し
、
損
じ
、
又
は
失
つ
て
そ
の
再
交
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
の
合
格
証
書
再
交

付
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
合
格
証
書
を
汚
し
、
又
は
損
じ
て
そ
の
再
交
付
の
申

請
を
す
る
場
合
は
、
前
項
の
合
格
証
書
再
交
付
申
請
書

に
当
該
合
格
証
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
証
書
の
再
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
再
交
付
手
数
料
と
し
て
二
千
百
五

十
円
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
講
習
）

第
十
八
条
　
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
講
習

機
関
が
定
め
る
受
講
申
込
書
に
令
第
十
一
条
第
二
号
に

規
定
す
る
学
歴
及
び
実
務
の
経
験
又
は
令
別
表
第
三
の

下
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
資
格
（
以
下
「
受
講
資
格
」
と

い
う
。
）
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
登
録
講
習
機
関

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
講
習
は
、
講
義
及
び
修
了
試
験
に
よ
り
行
う
。

３
　
前
項
の
講
義
は
、
別
表
第
四
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区

分
ご
と
に
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
講
義
科
目
に
つ

い
て
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
講
義
時
間
に
よ
り
行

う
。

４
　
第
二
項
の
修
了
試
験
は
、
講
義
を
受
講
し
た
者
に
対

し
て
、
別
表
第
四
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、

同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
修
了
試
験
時
間
に
よ
り
行

い
、
そ
の
合
格
者
は
当
該
区
分
の
講
習
を
修
了
し
た
者

（
以
下
「
講
習
修
了
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

５
　
講
習
を
実
施
し
た
者
は
、
修
了
試
験
の
結
果
を
、
そ

の
受
験
者
に
通
知
し
、
講
習
修
了
者
に
は
、
様
式
第
七

に
よ
り
作
成
し
た
修
了
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
講
習
機
関
の
登
録
）

第
十
九
条
　
令
第
十
一
条
第
二
号
又
は
令
別
表
第
三
の
各

項
の
下
欄
の
登
録
（
以
下
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）

は
、
講
習
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
講
習

機
関
登
録
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
経
済

産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

二
　
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お

け
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
若

し
く
は
収
支
計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
並
び
に
申

請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
及
び

収
支
予
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

三
　
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
に
あ
つ
て

は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
）
の
氏
名
及
び
略
歴
並

び
に
社
団
法
人
に
あ
つ
て
は
社
員
の
氏
名
若
し
く
は

名
称
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

四
　
申
請
者
が
次
条
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明

し
た
書
類

五
　
講
習
の
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画

六
　
科
目
別
担
当
講
師
（
別
表
第
四
の
第
一
欄
に
掲
げ

る
区
分
ご
と
に
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
講
義
科

目
を
担
当
す
る
講
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏

名
、
略
歴
及
び
担
当
す
る
講
義
科
目
を
記
載
し
た

書
類

七
　
修
了
試
験
委
員
（
別
表
第
四
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

区
分
ご
と
に
修
了
試
験
の
問
題
の
作
成
及
び
合
否
の

判
定
を
行
う
試
験
委
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

氏
名
、
略
歴
及
び
担
当
す
る
修
了
試
験
の
区
分
を
記

載
し
た
書
類

（
欠
格
条
項
）

第
二
十
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
、
罰
金
以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経

過
し
な
い
者

二
　
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ

れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三
　
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち

に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
登
録
基
準
）

第
二
十
一
条
　
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
者
が
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ

の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る

事
項
に
従
つ
て
、
講
習
を
行
う
こ
と
。

二
　
科
目
別
担
当
講
師
及
び
修
了
試
験
委
員
が
、
次
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
条
件
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を

有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
に
基
づ
く
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に

お
い
て
薬
学
、
工
学
、
化
学
若
し
く
は
農
学
に
関

す
る
学
科
目
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
学
科

目
を
担
当
す
る
教
授
、
准
教
授
若
し
く
は
講
師
の

職
に
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者

ロ
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
又
は
高
等
専
門
学

校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て

卒
業
し
た
者
（
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
に
基
づ

く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含

む
。
）
で
、
そ
の
後
十
年
以
上
公
害
防
止
に
関
す

る
研
究
又
は
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

も
の

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経

験
を
有
す
る
者

三
　
講
習
を
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技

術
的
能
力
が
あ
る
こ
と
。

２
　
登
録
は
、
講
習
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
登
録
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二
　
登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三
　
講
習
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

（
登
録
の
更
新
）

第
二
十
二
条
　
登
録
は
、
三
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け

な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力

を
失
う
。

２
　
前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の
更
新
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
講
習
の
実
施
義
務
）

第
二
十
三
条
　
登
録
講
習
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
講
習
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る

事
項
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
受
講
資
格
を
満

た
す
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

三
　
講
義
は
、
教
本
そ
の
他
必
要
な
教
材
を
用
い
て
実

施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
修
了
試
験
は
、
講
義
を
受
講
し
た
者
が
講
義
の
内

容
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
か
を
的
確
に
把
握
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
修
了
試
験
の
問
題
の
作
成
、
印
刷
、
運
搬
及
び
保

管
等
は
秘
密
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ

り
行
う
こ
と
。

六
　
修
了
試
験
の
実
施
に
あ
た
つ
て
は
、
監
督
員
を
配

置
す
る
こ
と
そ
の
他
試
験
の
公
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
配
慮
す
る
こ
と
。

七
　
修
了
試
験
の
合
否
の
判
定
基
準
を
明
確
に
す
る
こ

と
。

八
　
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
同

項
に
規
定
す
る
業
務
規
程
を
遵
守
す
る
こ
と
。

九
　
講
習
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
講
習
の
業
務
が
不
公

正
に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
変
更
の
届
出
）

第
二
十
四
条
　
登
録
講
習
機
関
は
、
第
二
十
一
条
第
二
項

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま

で
に
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
録
講
習
機
関
は
、
科
目
別
担
当
講
師
の
氏
名
に
つ

い
て
変
更
が
生
じ
た
と
き
、
科
目
別
担
当
講
師
の
担
当

す
る
講
義
科
目
を
変
更
し
た
と
き
、
又
は
科
目
別
担
当

講
師
を
解
任
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
二
週
間
以
内

に
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
修
了
試
験
委
員
に
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
講
義
科
目
」
と
あ
る
の

は
、
「
修
了
試
験
の
区
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
業
務
規
程
）

第
二
十
五
条
　
登
録
講
習
機
関
は
、
講
習
の
業
務
に
関
す

る
規
程
（
次
項
に
お
い
て
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）

を
定
め
、
講
習
の
業
務
の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣

及
び
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
業
務
規
程
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
講
習
の
申
込
方
法
、
実
施
場
所
、
実
施
体
制
そ
の

他
講
習
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

二
　
受
講
資
格
の
確
認
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三
　
講
習
の
受
講
料
の
額
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関

す
る
事
項

四
　
講
義
の
実
施
に
関
す
る
事
項

五
　
修
了
試
験
の
問
題
の
作
成
及
び
合
否
の
判
定
に
関

す
る
事
項

六
　
修
了
試
験
の
問
題
及
び
答
案
の
管
理
に
関
す
る

事
項

七
　
修
了
試
験
事
務
の
公
正
の
確
保
に
関
す
る
事
項

八
　
修
了
試
験
の
結
果
の
通
知
に
関
す
る
事
項

九
　
修
了
証
書
の
交
付
及
び
再
交
付
に
関
す
る
事
項

十
　
不
正
受
講
者
の
処
分
に
関
す
る
事
項

十
一
　
科
目
別
担
当
講
師
及
び
修
了
試
験
委
員
の
選
任

及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

十
二
　
講
習
の
実
施
に
関
し
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
に

関
す
る
事
項

十
三
　
講
習
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存

に
関
す
る
事
項

十
四
　
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
請

求
に
係
る
費
用
に
関
す
る
事
項

3



十
五
　
そ
の
他
講
習
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な

事
項

（
業
務
の
休
廃
止
）

第
二
十
六
条
　
登
録
講
習
機
関
は
、
講
習
の
業
務
の
全
部

又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
講
習
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は

廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
次
に
定

め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
休
止
し
、
又
は
廃

止
し
よ
う
と
す
る
講
習
の
業
務
に
係
る
帳
簿
の
写
し
を

添
え
て
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
講
習
の
業
務

の
範
囲

二
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び

休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
期
間

三
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
講
習
の
実
施
計
画
）

第
二
十
七
条
　
登
録
講
習
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
開
始
前

に
（
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
そ
の
事
業

年
度
の
講
習
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
実
施
計

画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環

境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
実
施
計
画
に
お
い
て
は
、
講
習
の
日
程
、
募
集
人

員
、
実
施
場
所
、
講
義
科
目
別
時
間
数
、
講
習
の
業
務

の
実
施
に
係
る
収
支
計
画
そ
の
他
講
習
の
実
施
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

（
講
習
修
了
者
等
の
報
告
）

第
二
十
八
条
　
登
録
講
習
機
関
は
、
講
習
を
実
施
し
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
講
習
の
区
分
ご
と
に
講
習
実
施
年

月
日
、
講
習
受
講
者
数
及
び
講
習
修
了
者
数
を
記
載
し

た
報
告
書
に
、
講
習
の
区
分
ご
と
に
講
習
修
了
者
の
氏

名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
講
習
番
号
及
び
修
了
番
号
を

記
載
し
た
講
習
修
了
者
名
簿
を
添
え
て
経
済
産
業
大
臣

及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
録
講
習
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内

に
、
そ
の
事
業
年
度
に
実
施
し
た
講
習
の
業
務
に
関

し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大

臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
講
習
ご
と
に
そ
の
実
施
の
日
時
、
場
所
、
区
分
別

講
習
受
講
者
数
、
科
目
別
担
当
講
師
及
び
修
了
試
験

委
員
の
氏
名
及
び
略
歴

二
　
講
習
に
用
い
た
教
材
及
び
修
了
試
験
の
問
題

三
　
講
習
の
業
務
の
実
施
に
係
る
収
支
決
算

四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
）

第
二
十
九
条
　
登
録
講
習
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後

三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対

照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
収
支
計
算
書
並
び
に
事
業

報
告
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的

方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記

録
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い

う
。
）
を
作
成
し
、
五
年
間
事
業
所
に
備
え
て
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人

は
、
登
録
講
習
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、

次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、
登
録
講
習

機
関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
財
務
諸
表
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る

と
き
は
、
当
該
書
面
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

二
　
前
号
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
請
求

三
　
財
務
諸
表
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ

て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

情
報
の
内
容
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表

示
す
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
謄

写
の
請
求

四
　
前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
磁

的
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
受
信
者
が
フ

ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を

作
成
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ

と
の
請
求
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付

の
請
求

イ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線

で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情

報
が
送
信
さ
れ
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記

録
さ
れ
る
も
の

ロ
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に

よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情

報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

（
適
合
勧
告
）

第
三
十
条
　
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
登
録
講

習
機
関
が
第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適

合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
講
習

機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必
要

な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
改
善
勧
告
）

第
三
十
一
条
　
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
登
録

講
習
機
関
が
第
二
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
講
習
機
関
に
対
し
、
講
習

の
実
施
方
法
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必

要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
三
十
二
条
　
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
登
録

講
習
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
講

習
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
　
第
二
十
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至

つ
た
と
き
。

二
　
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六

条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定

に
違
反
し
て
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し

た
と
き
。

三
　
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
次
条
の
規
定
に
違
反
し

た
と
き
。

四
　
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
二
十
九
条
第
二
項
各

号
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
と
き
。

五
　
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
と

き
。

六
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
と
き
。

（
帳
簿
の
備
付
け
）

第
三
十
三
条
　
登
録
講
習
機
関
は
、
帳
簿
を
備
え
、
講
習

に
関
し
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
講
習
の
区
分
及
び
実
施
年
月
日

二
　
講
習
受
講
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
講
習
修
了
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
講
習
番
号
、

修
了
番
号
及
び
講
習
の
区
分

（
報
告
の
徴
収
）

第
三
十
四
条
　
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
講
習

の
実
施
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
登
録
講
習
機
関
に

対
し
、
そ
の
業
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
を
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
示
）

第
三
十
五
条
　
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
次
の

場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
登
録
を
し
た
と
き
。

二
　
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

三
　
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、

又
は
講
習
の
業
務
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

（
修
了
証
書
の
再
交
付
）

第
三
十
六
条
　
第
十
八
条
第
五
項
の
修
了
証
書
を
汚
し
、

損
じ
、
又
は
失
つ
て
再
交
付
を
必
要
と
す
る
者
は
、
当

該
修
了
証
書
を
発
行
し
た
者
に
、
そ
の
者
が
定
め
る
修

了
証
書
再
交
付
申
請
書
を
提
出
し
て
再
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
修
了
証
書
を
汚
し
、
又
は
損
じ
て
そ
の
再
交
付
の
申

請
を
す
る
場
合
は
、
前
項
の
修
了
証
書
再
交
付
申
請
書

に
当
該
修
了
証
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
納
付
）

第
三
十
七
条
　
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
受

験
手
数
料
及
び
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
交
付

手
数
料
は
、
収
入
印
紙
を
も
つ
て
（
指
定
試
験
機
関
に

納
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
試
験
事
務
規
程
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
）
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
三
十
八
条
　
法
第
十
一
条
第
三
項
の
証
明
書
の
様
式

は
、
立
入
検
査
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
の
と
お
り
と
す
る
。

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

第
三
十
九
条
　
第
十
条
の
二
、
第
十
二
条
及
び
前
条
（
都

道
府
県
知
事
の
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

は
、
都
道
府
県
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段

の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し

な
い
。

２
　
第
十
条
の
二
、
第
十
二
条
及
び
前
条
（
市
町
村
長
の

事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
市
町
村
の

条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
昭
和
四

十
七
年
九
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ば
い
煙
発
生
施
設
（
昭
和
四
十

九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
設
置
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
の
い
ず
れ
か
を
設
置
し
て
い
る
特
定
事
業
者
に

つ
い
て
、
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
三
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
新
た
に
公
害
防
止
管
理
者
又
は
公
害
防

止
主
任
管
理
者
及
び
こ
れ
ら
の
代
理
者
を
選
任
す
べ
き

事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
第
五
条
第
一
号
（
第

十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
八
条
第
一
号
（
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

五
条
第
一
号
中
「
公
害
防
止
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
事

由
が
発
生
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
」
と
あ
り
、
第
八

条
第
一
号
中
「
公
害
防
止
主
任
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
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事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
」
と
あ
る
の

は
、
「
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭

和
四
十
八
年
大
蔵
省
、
厚
生
省
、
農
林
省
、
通
商
産
業

省
、
運
輸
省
令
第
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
二
百
二
十

日
以
内
」
と
す
る
。

一
　
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令

第
三
百
二
十
九
号
）
別
表
第
一
（
以
下
単
に
「
別
表

第
一
」
と
い
う
。
）
の
一
の
項
に
掲
げ
る
ば
い
煙
発

生
施
設
の
う
ち
い
お
う
化
合
物
の
含
有
率
が
体
積
比

で
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
ガ
ス
（
以
下

「
希
硫
ガ
ス
」
と
い
う
。
）
を
燃
料
と
し
て
専
焼
さ
せ

る
も
の

二
　
別
表
第
一
の
二
の
項
に
掲
げ
る
ば
い
煙
発
生
施
設

の
う
ち
希
硫
ガ
ス
又
は
い
お
う
化
合
物
の
含
有
率
が

重
量
比
で
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
揮
発
油

を
燃
料
と
し
て
専
焼
さ
せ
る
も
の

三
　
別
表
第
一
の
七
の
項
に
掲
げ
る
ば
い
煙
発
生
施
設

の
う
ち
希
硫
ガ
ス
を
燃
料
と
し
て
専
焼
さ
せ
る
も
の

四
　
別
表
第
一
の
二
七
の
項
に
掲
げ
る
ば
い
煙
発
生

施
設附

　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
月
六
日
大
蔵
省
・
厚

生
省
・
農
林
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第
一

号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
九
月
二
七
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第

一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
月
四
日
大
蔵
省
・
厚

生
省
・
農
林
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第
一

号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
五
月
二
日
大
蔵
省
・
厚

生
省
・
農
林
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第
二

号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
五
月
七
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
四
日
大
蔵
省
・
厚

生
省
・
農
林
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第
三

号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
六
月
二
一
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第

一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
六
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
様
式
第

二
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
五
月
八
日
大
蔵
省
・
厚

生
省
・
農
林
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第
一

号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
五
月
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
三
〇
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省

令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
三
〇
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省

令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
四
月
二
五
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省

令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
九
月
三
〇
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省

令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
二
年
五
月
二
五
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省

令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
九
月
二
九
日
大
蔵
省
・
厚

生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令

第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
二
月
二
六
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省

令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規

定
及
び
様
式
第
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
年
六
月
二

十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
五
日
大
蔵
省
・
厚

生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
五
日
大
蔵
省
・
厚

生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
七
日
大
蔵
省
・
厚

生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
六
日
大
蔵
省
・
厚

生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令

第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
九
日
大
蔵
省
・
厚
生

省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
一
二
日
大
蔵

省
・
厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運

輸
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
一
八
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省

令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省

令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
三
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、

第
六
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
様
式
第
二
の

改
正
規
定
は
、
平
成
十
三
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
九
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省

令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
二
四
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
実
施
の
公
示
が
さ
れ
た

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害

防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規

定
す
る
資
格
認
定
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

２
　
前
項
の
資
格
認
定
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対

す
る
修
了
証
書
の
再
交
付
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
二

十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
第
二
十
一
条
中
「
前
条
」

と
あ
る
の
は
、
「
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織

の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
平
成
十
六
年
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水

産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
令
第
一

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止

組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
条
」
と

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
財
務
省
・
厚

生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土

交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
二
号
た
だ
し
書
の
改
正

規
定
、
第
八
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び

様
式
第
二
の
改
正
規
定
は
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か

ら
、
第
十
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
改
正
規
定
及
び
第

十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
公
害
防
止
管
理
者
等
国

家
試
験
を
受
け
た
者
に
対
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
十
五
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

「
国
家
試
験
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
家
試
験
（
平
成
十
八

年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
試
験
に
限
る
。
）
」
と
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年

五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
八
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

5



（
助
教
授
の
在
職
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
工
場
に
お
け

る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の

省
令
の
施
行
前
に
お
け
る
助
教
授
と
し
て
の
在
職
は
、

准
教
授
と
し
て
の
在
職
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
三
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の

整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
様
式
第
九
に
よ
る
証
明

書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
工
場
に
お
け

る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
様

式
第
九
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
三
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
表
中
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
改
正
規

定
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規

定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
二
月
一
五
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年

法
律
第
二
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行

わ
れ
た
技
術
士
試
験
に
合
格
し
た
者
に
係
る
特
定
工
場

に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
別
表
第
二
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
同
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
（
第
十
一
条
関
係
）

公

害

防

止

管

理

者

の

種
類

学
歴
及
び
実
務
の
経
験

学
歴

実
務
の
内
容
経
験
年

数

大

気

関

係

第

二

種

公

害

防

止

管

理

者

、

大

気

関

係

第

三

種

公

害

防

止

管

理

者

及

び

大

気

関

係

第

四

種

公

害

防

止

管

理

者

一
　
学
校
教
育
法
に

基
づ
く
大
学
（
短
期

大
学
を
除
く
。
）
又
は

旧
大
学
令
（
大
正
七

年
勅
令
第
三
百
八
十

八
号
）
に
基
づ
く
大

学
に
お
い
て
薬
学
、

工
学
又
は
化
学
の
課

程
を
修
め
て
卒
業
し

た
こ
と
。

ば
い
煙
発
生

施
設
又
は
ば

い
煙
を
処
理

す
る
た
め
の

施
設
の
維
持

及
び
管
理

大
気
関

係
第
二

種
公
害

防
止
管

理
者
及

び
大
気

関
係
第

四
種
公

害
防
止

管
理
者

に
あ
つ

て
は
三

年
、
大

気
関
係

第
三
種

公
害
防

止
管
理

者
に
あ

つ
て
は

五
年

二
　
学
校
教
育
法
に

基

づ

く

短

期

大

学

（
同
法
に
基
づ
く
専
門

職
大
学
の
前
期
課
程

を
含
む
。
）
若
し
く
は

旧
専
門
学
校
令
（
明

治
三
十
六
年
勅
令
第

六
十
一
号
）
に
基
づ

く
専
門
学
校
に
お
い

て
薬
学
、
工
学
若
し

く
は
化
学
の
課
程
を

修
め
て
卒
業
し
た
こ

と
（
同
法
に
基
づ
く

専
門
職
大
学
の
前
期

課
程
に
あ
つ
て
は
、

修
了
し
た
こ
と
）
又

は
主
務
大
臣
が
こ
れ

と
同
等
以
上
で
あ
る

大
気
関

係
第
二

種
公
害

防
止
管

理
者
及

び
大
気

関
係
第

四
種
公

害
防
止

管
理
者

に
あ
つ

て
は
五

年
、
大

気
関
係

第
三
種

公
害
防

止
管
理

者
に
あ

と
認
め
る
学
力
を
有

す
る
こ
と
。

つ
て
は

七
年

三
　
学
校
教
育
法
に

基
づ
く
高
等
学
校
若

し
く
は
旧
中
等
学
校

令
（
昭
和
十
八
年
勅

令
第
三
十
六
号
）
に

基
づ
く
中
等
学
校
を

卒
業
し
た
こ
と
又
は

主
務
大
臣
が
こ
れ
と

同
等
以
上
で
あ
る
と

認
め
る
学
力
を
有
す

る
こ
と
。

大
気
関

係
第
二

種
公
害

防
止
管

理
者
及

び
大
気

関
係
第

四
種
公

害
防
止

管
理
者

に
あ
つ

て
は
七

年
、
大

気
関
係

第
三
種

公
害
防

止
管
理

者
に
あ

つ
て
は

九
年

四
　
前
三
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い

と
き
。

大
気
関

係
第
二

種
公
害

防
止
管

理
者
及

び
大
気

関
係
第

四
種
公

害
防
止

管
理
者

に
あ
つ

て
は
十

年
、
大

気
関
係

第
三
種

公
害
防

止
管
理

者
に
あ

つ
て
は

十
二
年

水

質

関

係

第

二

種

公

害

防

止

管

理

者

、

水
一
　
学
校
教
育
法
に

基
づ
く
大
学
（
短
期

大
学
を
除
く
。
）
又
は

旧
大
学
令
に
基
づ
く

汚
水
等
排
出

施
設
又
は
汚

水
等
を
処
理

す
る
た
め
の

水
質
関

係
第
二

種
公
害

防
止
管

質

関

係

第

三

種

公

害

防

止

管

理

者

及

び

水

質

関

係

第

四

種

公

害

防

止

管

理

者

大
学
に
お
い
て
薬
学
、

工
学
、
化
学
又
は
農

学
（
水
産
学
を
含
み
、

農
業
経
済
学
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
の
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た

こ
と
。

施
設
の
維
持

及
び
管
理

理
者
及

び
水
質

関
係
第

四
種
公

害
防
止

管
理
者

に
あ
つ

て
は
三

年
、
水

質
関
係

第
三
種

公
害
防

止
管
理

者
に
あ

つ
て
は

五
年

二
　
学
校
教
育
法
に

基

づ

く

短

期

大

学

（
同
法
に
基
づ
く
専
門

職
大
学
の
前
期
課
程

を
含
む
。
）
若
し
く
は

旧
専
門
学
校
令
に
基

づ
く
専
門
学
校
に
お

い
て
薬
学
、
工
学
、

化
学
若
し
く
は
農
学

の
課
程
を
修
め
て
卒

業
し
た
こ
と
（
同
法

に
基
づ
く
専
門
職
大

学
の
前
期
課
程
に
あ

つ
て
は
、
修
了
し
た

こ
と
）
又
は
主
務
大

臣
が
こ
れ
と
同
等
以

上
で
あ
る
と
認
め
る

学
力
を
有
す
る
こ
と
。

水
質
関

係
第
二

種
公
害

防
止
管

理
者
及

び
水
質

関
係
第

四
種
公

害
防
止

管
理
者

に
あ
つ

て
は
五

年
、
水

質
関
係

第
三
種

公
害
防

止
管
理

者
に
あ

つ
て
は

七
年

三
　
学
校
教
育
法
に

基
づ
く
高
等
学
校
若

し
く
は
旧
中
等
学
校

令
に
基
づ
く
中
等
学

校
を
卒
業
し
た
こ
と

又
は
主
務
大
臣
が
こ

れ
と
同
等
以
上
で
あ

る
と
認
め
る
学
力
を

有
す
る
こ
と
。

水
質
関

係
第
二

種
公
害

防
止
管

理
者
及

び
水
質

関
係
第

四
種
公

害
防
止

管
理
者

に
あ
つ
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て
は
七

年
、
水

質
関
係

第
三
種

公
害
防

止
管
理

者
に
あ

つ
て
は

九
年

四
　
前
三
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い

と
き
。

水
質
関

係
第
二

種
公
害

防
止
管

理
者
及

び
水
質

関
係
第

四
種
公

害
防
止

管
理
者

に
あ
つ

て
は
十

年
、
水

質
関
係

第
三
種

公
害
防

止
管
理

者
に
あ

つ
て
は

十
二
年

騒

音

・

振

動

関

係

公

害

防

止

管

理
者

一
　
学
校
教
育
法
に

基
づ
く
大
学
（
短
期

大
学
を
除
く
。
）
又
は

旧
大
学
令
に
基
づ
く

大
学
に
お
い
て
薬
学
、

工
学
又
は
化
学
の
課

程
を
修
め
て
卒
業
し

た
こ
と
。

騒
音
発
生
施

設
若
し
く
は

騒
音
を
防
止

す
る
た
め
の

施
設
又
は
振

動
発
生
施
設

若
し
く
は
振

動
を
防
止
す

る
た
め
の
施

設
の
維
持
及

び
管
理

三
年

二
　
学
校
教
育
法
に

基

づ

く

短

期

大

学

（
同
法
に
基
づ
く
専
門

職
大
学
の
前
期
課
程

を
含
む
。
）
若
し
く
は

旧
専
門
学
校
令
に
基

づ
く
専
門
学
校
に
お

い
て
薬
学
、
工
学
若

し
く
は
化
学
の
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た

五
年

こ
と
（
同
法
に
基
づ

く
専
門
職
大
学
の
前

期
課
程
に
あ
つ
て
は
、

修
了
し
た
こ
と
）
又

は
主
務
大
臣
が
こ
れ

と
同
等
以
上
で
あ
る

と
認
め
る
学
力
を
有

す
る
こ
と
。

三
　
学
校
教
育
法
に

基
づ
く
高
等
学
校
若

し
く
は
旧
中
等
学
校

令
に
基
づ
く
中
等
学

校
を
卒
業
し
た
こ
と

又
は
主
務
大
臣
が
こ

れ
と
同
等
以
上
で
あ

る
と
認
め
る
学
力
を

有
す
る
こ
と
。

七
年

四
　
前
三
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い

と
き
。

十
年

特

定

粉

じ

ん

関

係

公

害

防

止

管

理

者

及

び

一

般

粉

じ

ん

関

係

公

害

防

止

管

理
者

一
　
学
校
教
育
法
に

基
づ
く
大
学
（
短
期

大
学
を
除
く
。
）
又
は

旧
大
学
令
に
基
づ
く

大
学
に
お
い
て
薬
学
、

工
学
又
は
化
学
の
課

程
を
修
め
て
卒
業
し

た
こ
と
。

特
定
粉
じ
ん

発
生
施
設
若

し
く
は
特
定

粉
じ
ん
を
処

理
す
る
た
め

の
施
設
又
は

一
般
粉
じ
ん

発
生
施
設
若

し
く
は
一
般

粉
じ
ん
を
処

理
す
る
た
め

の
施
設
の
維

持
及
び
管
理

三
年

二
　
学
校
教
育
法
に

基

づ

く

短

期

大

学

（
同
法
に
基
づ
く
専
門

職
大
学
の
前
期
課
程

を
含
む
。
）
若
し
く
は

旧
専
門
学
校
令
に
基

づ
く
専
門
学
校
に
お

い
て
薬
学
、
工
学
若

し
く
は
化
学
の
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た

こ
と
（
同
法
に
基
づ

く
専
門
職
大
学
の
前

期
課
程
に
あ
つ
て
は
、

修
了
し
た
こ
と
）
又

は
主
務
大
臣
が
こ
れ

と
同
等
以
上
で
あ
る

と
認
め
る
学
力
を
有

す
る
こ
と
。

五
年

三
　
学
校
教
育
法
に

基
づ
く
高
等
学
校
若

し
く
は
旧
中
等
学
校

令
に
基
づ
く
中
等
学

校
を
卒
業
し
た
こ
と

又
は
主
務
大
臣
が
こ

れ
と
同
等
以
上
で
あ

る
と
認
め
る
学
力
を

有
す
る
こ
と
。

七
年

四
　
前
三
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い

と
き
。

十
年

ダ

イ

オ

キ

シ

ン

類

関

係

公

害

防

止
管
理
者

一
　
学
校
教
育
法
に

基
づ
く
大
学
（
短
期

大
学
を
除
く
。
）
又
は

旧
大
学
令
に
基
づ
く

大
学
に
お
い
て
薬
学
、

工
学
又
は
化
学
の
課

程
を
修
め
て
卒
業
し

た
こ
と
。

ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
発
生
施

設
又
は
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
類

を
処
理
す
る

た
め
の
施
設

の
維
持
及
び

管
理

三
年

二
　
学
校
教
育
法
に

基

づ

く

短

期

大

学

（
同
法
に
基
づ
く
専
門

職
大
学
の
前
期
課
程

を
含
む
。
）
若
し
く
は

旧
専
門
学
校
令
に
基

づ
く
専
門
学
校
に
お

い
て
薬
学
、
工
学
若

し
く
は
化
学
の
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た

こ
と
（
同
法
に
基
づ

く
専
門
職
大
学
の
前

期
課
程
に
あ
つ
て
は
、

修
了
し
た
こ
と
）
又

は
主
務
大
臣
が
こ
れ

と
同
等
以
上
で
あ
る

と
認
め
る
学
力
を
有

す
る
こ
と
。

五
年

三
　
学
校
教
育
法
に

基
づ
く
高
等
学
校
若

し
く
は
旧
中
等
学
校

令
に
基
づ
く
中
等
学

校
を
卒
業
し
た
こ
と

又
は
主
務
大
臣
が
こ

れ
と
同
等
以
上
で
あ

七
年

る
と
認
め
る
学
力
を

有
す
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い

と
き
。

十
年

別
表
第
二
（
第
十
一
条
関
係
）

学
歴

実
務
の
経
験

一
　
学
校
教
育
法
に
基
づ

く
大
学
（
短
期
大
学
を
除

く
。
）
又
は
旧
大
学
令
に
基

づ
く
大
学
に
お
い
て
工
学
、

化
学
又
は
薬
学
の
課
程
を

修
め
て
卒
業
し
た
こ
と
。

ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
ば
い

煙
を
処
理
す
る
た
め
の
施
設

の
維
持
及
び
管
理
並
び
に
汚

水
等
排
出
施
設
又
は
汚
水
等

を
処
理
す
る
た
め
の
施
設
の

維
持
及
び
管
理
に
係
る
実
務

に
そ
れ
ぞ
れ
五
年
以
上
従
事

し
た
こ
と
。

二
　
学
校
教
育
法
に
基
づ

く
短
期
大
学
（
同
法
に
基

づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期

課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は

旧
専
門
学
校
令
に
基
づ
く

専
門
学
校
に
お
い
て
工
学
、

化
学
若
し
く
は
薬
学
の
課

程
を
修
め
て
卒
業
し
た
こ

と
（
同
法
に
基
づ
く
専
門

職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ

つ
て
は
、
修
了
し
た
こ
と
）

又
は
主
務
大
臣
が
こ
れ
と

同
等
以
上
で
あ
る
と
認
め

る
学
力
を
有
す
る
こ
と
。

ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
ば
い

煙
を
処
理
す
る
た
め
の
施
設

の
維
持
及
び
管
理
並
び
に
汚

水
等
排
出
施
設
又
は
汚
水
等

を
処
理
す
る
た
め
の
施
設
の

維
持
及
び
管
理
に
係
る
実
務

に
そ
れ
ぞ
れ
七
年
以
上
従
事

し
た
こ
と
。

三
　
学
校
教
育
法
に
基
づ

く
高
等
学
校
若
し
く
は
旧

中
等
学
校
令
に
基
づ
く
中

等
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と

又
は
主
務
大
臣
が
こ
れ
と

同
等
以
上
で
あ
る
と
認
め

る
学
力
を
有
す
る
こ
と
。

ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
ば
い

煙
を
処
理
す
る
た
め
の
施
設

の
維
持
及
び
管
理
並
び
に
汚

水
等
排
出
施
設
又
は
汚
水
等

を
処
理
す
る
た
め
の
施
設
の

維
持
及
び
管
理
に
係
る
実
務

に
そ
れ
ぞ
れ
九
年
以
上
従
事

し
た
こ
と
。

四
　
前
三
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
と
き
。

ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
ば
い

煙
を
処
理
す
る
た
め
の
施
設

の
維
持
及
び
管
理
並
び
に
汚

水
等
排
出
施
設
又
は
汚
水
等

を
処
理
す
る
た
め
の
施
設
の

維
持
及
び
管
理
に
係
る
実
務

に
そ
れ
ぞ
れ
十
二
年
以
上
従

事
し
た
こ
と
。
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別
表
第
二
の
二
（
第
十
一
条
の
二
関
係
）

技
術
部
門
選
択
科
目

令
別
表
第
三
の
一
の
項
の

下
欄
第
一
号

化
学
部
門
全
選
択
科
目

金
属
部
門
金
属
材
料
・
生
産

シ
ス
テ
ム

環
境
部
門
環
境
保
全
計
画

環
境
測
定

令
別
表
第
三
の
三
の
項
の

下
欄
第
六
号

機
械
部
門
熱
・
動
力
エ
ネ
ル

ギ
ー
機
器

化
学
部
門
全
選
択
科
目

金
属
部
門
金
属
材
料
・
生
産

シ
ス
テ
ム

衛
生
工
学

部
門

建
築
物
環
境
衛
生

管
理

応
用
理
学

部
門

物
理
及
び
化
学

環
境
部
門
環
境
保
全
計
画

環
境
測
定

令
別
表
第
三
の
五
の
項
の

下
欄
第
一
号

化
学
部
門
全
選
択
科
目

上
下
水
道

部
門

全
選
択
科
目

衛
生
工
学

部
門

水
質
管
理

環
境
部
門
環
境
保
全
計
画

環
境
測
定

令
別
表
第
三
の
七
の
項
の

下
欄
第
一
号

化
学
部
門
全
選
択
科
目

上
下
水
道

部
門

全
選
択
科
目

衛
生
工
学

部
門

水
質
管
理

農
業
部
門
農
業
・
食
品

応
用
理
学

部
門

物
理
及
び
化
学

環
境
部
門
環
境
保
全
計
画

環
境
測
定

令
別
表
第
三
の
九
の
項
の

下
欄
第
二
号

機
械
部
門
加
工
・
生
産
シ
ス

テ
ム
・
産
業
機
械

機
構
ダ
イ
ナ
ミ
ク

ス
・
制
御

応
用
理
学

部
門

物
理
及
び
化
学

環
境
部
門
環
境
保
全
計
画

環
境
測
定

令
別
表
第
三
の
十
の
項
の

下
欄
第
三
号

化
学
部
門
化
学
プ
ロ
セ
ス

衛
生
工
学

部
門

建
築
物
環
境
衛
生

管
理

環
境
部
門
環
境
保
全
計
画

環
境
測
定

令
別
表
第
三
の
十
二
の
項

の
下
欄
第
一
号

化
学
部
門
全
選
択
科
目

環
境
部
門
環
境
保
全
計
画

環
境
測
定

別
表
第
三
（
第
十
五
条
、
第
十
五
条
の
二
関
係
）

大
気
関
係
第
一
種
公

害
防
止
管
理
者
試
験

１
　
公
害
総
論

２
　
大
気
概
論

３
　
大
気
特
論

４
　
ば
い
じ
ん
・
粉
じ
ん
特
論

５
　
大
気
有
害
物
質
特
論

６
　
大
規
模
大
気
特
論

大
気
関
係
第
二
種
公

害
防
止
管
理
者
試
験

１
　
公
害
総
論

２
　
大
気
概
論

３
　
大
気
特
論

４
　
ば
い
じ
ん
・
粉
じ
ん
特
論

５
　
大
気
有
害
物
質
特
論

大
気
関
係
第
三
種
公

害
防
止
管
理
者
試
験

１
　
公
害
総
論

２
　
大
気
概
論

３
　
大
気
特
論

４
　
ば
い
じ
ん
・
粉
じ
ん
特
論

５
　
大
規
模
大
気
特
論

大
気
関
係
第
四
種
公

害
防
止
管
理
者
試
験

１
　
公
害
総
論

２
　
大
気
概
論

３
　
大
気
特
論

４
　
ば
い
じ
ん
・
粉
じ
ん
特
論

水
質
関
係
第
一
種
公

害
防
止
管
理
者
試
験

１
　
公
害
総
論

２
　
水
質
概
論

３
　
汚
水
処
理
特
論

４
　
水
質
有
害
物
質
特
論

５
　
大
規
模
水
質
特
論

水
質
関
係
第
二
種
公

害
防
止
管
理
者
試
験

１
　
公
害
総
論

２
　
水
質
概
論

３
　
汚
水
処
理
特
論

４
　
水
質
有
害
物
質
特
論

水
質
関
係
第
三
種
公

害
防
止
管
理
者
試
験

１
　
公
害
総
論

２
　
水
質
概
論

３
　
汚
水
処
理
特
論

４
　
大
規
模
水
質
特
論

水
質
関
係
第
四
種
公

害
防
止
管
理
者
試
験

１
　
公
害
総
論

２
　
水
質
概
論

３
　
汚
水
処
理
特
論

騒
音
・
振
動
関
係
公

害
防
止
管
理
者
試
験

１
　
公
害
総
論

２
　
騒
音
・
振
動
概
論

３
　
騒
音
・
振
動
特
論

特
定
粉
じ
ん
関
係
公

害
防
止
管
理
者
試
験

１
　
公
害
総
論

２
　
大
気
概
論

３
　
ば
い
じ
ん
・
粉
じ
ん
特
論

一
般
粉
じ
ん
関
係
公

害
防
止
管
理
者
試
験

１
　
公
害
総
論

２
　
大
気
概
論

３
　
ば
い
じ
ん
・
一
般
粉
じ
ん
特

論

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
関

係
公
害
防
止
管
理
者

試
験

１
　
公
害
総
論

２
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
概
論

３
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
特
論

公
害
防
止
主
任
管
理

者
試
験

１
　
公
害
総
論

２
　
大
気
・
水
質
概
論

３
　
大
気
関
係
技
術
特
論

４
　
水
質
関
係
技
術
特
論

別
表
第
四
（
第
十
八
条
、
第
十
九
条
関
係
）

区
分

講
義
科
目

講

義

時
間

修
了
試

験
時
間

大
気
関
係
第
一
種
公
害
防

止
管
理
者
講
習

一
　
公
害
総
論
三

時

間

二
時
間

二
　
大
気
概
論
四

時

間

三
　
大
気
特
論
五

時

間

四

　

ば

い

じ

ん

・

粉

じ

ん

特
論

七

時

間

五
　
大
気
有
害

物
質
特
論

五

時

間

六
　
大
規
模
大

気
特
論

七

時

間

大
気
関
係
第
二
種
公
害
防

止
管
理
者
講
習

一
　
公
害
総
論
三

時

間

一
時
間

三
十
分

二
　
大
気
概
論
四

時

間

三
　
大
気
特
論
五

時

間

四

　

ば

い

じ

ん

・

粉

じ

ん

特
論

七

時

間

五
　
大
気
有
害

物
質
特
論

五

時

間

大
気
関
係
第
三
種
公
害
防

止
管
理
者
講
習

一
　
公
害
総
論
三

時

間

二
時
間

二
　
大
気
概
論
四

時

間

三
　
大
気
特
論
五

時

間

四

　

ば

い

じ

ん

・

粉

じ

ん

特
論

七

時

間

五
　
大
規
模
大

気
特
論

七

時

間

大
気
関
係
第
四
種
公
害
防

止
管
理
者
講
習

一
　
公
害
総
論
三

時

間

一
時
間

二
　
大
気
概
論
四

時

間

三
　
大
気
特
論
五

時

間

四

　

ば

い

じ

ん

・

粉

じ

ん

特
論

七

時

間

水
質
関
係
第
一
種
公
害
防

止
管
理
者
講
習

一
　
公
害
総
論
三

時

間

二
時
間

二
　
水
質
概
論
五

時

間

三
　
汚
水
処
理

特
論

十

一

時
間

四
　
水
質
有
害

物
質
特
論

五

時

間

五
　
大
規
模
水

質
特
論

七

時

間

水
質
関
係
第
二
種
公
害
防

止
管
理
者
講
習

一
　
公
害
総
論
三

時

間

一
時
間

三
十
分

二
　
水
質
概
論
五

時

間

三
　
汚
水
処
理

特
論

十

一

時
間

四
　
水
質
有
害

物
質
特
論

五

時

間

水
質
関
係
第
三
種
公
害
防

止
管
理
者
講
習

一
　
公
害
総
論
三

時

間

二
時
間

二
　
水
質
概
論
五

時

間

三
　
汚
水
処
理

特
論

十

一

時
間
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四
　
大
規
模
水

質
特
論

七

時

間

水
質
関
係
第
四
種
公
害
防

止
管
理
者
講
習

一
　
公
害
総
論
三

時

間

一
時
間

二
　
水
質
概
論
五

時

間

三
　
汚
水
処
理

特
論

十

一

時
間

騒
音
・
振
動
関
係
公
害
防

止
管
理
者
講
習

一
　
公
害
総
論
三

時

間

二
時
間

二
　
騒
音
・
振

動
概
論

十

三

時
間

三
　
騒
音
・
振

動
特
論

十

三

時
間

特
定
粉
じ
ん
関
係
公
害
防

止
管
理
者
講
習

一
　
公
害
総
論
三

時

間

一
時
間

二
　
大
気
概
論
四

時

間

三

　

ば

い

じ

ん

・

粉

じ

ん

特
論

七

時

間

一
般
粉
じ
ん
関
係
公
害
防

止
管
理
者
講
習

一
　
公
害
総
論
三

時

間

一
時
間

二
　
大
気
概
論
四

時

間

三

　

ば

い

じ

ん
・
一
般
粉
じ

ん
特
論

六

時

間

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
関
係
公

害
防
止
管
理
者
講
習

一
　
公
害
総
論
三

時

間

一
時
間

三
十
分

二
　
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
類
概
論

七

時

間

三
　
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
類
特
論

十

四

時
間

公
害
防
止
主
任
管
理
者

講
習

一
　
公
害
総
論
三

時

間

二
時
間

三
十
分

二
　
大
気
・
水

質
概
論

九

時

間

三
　
大
気
関
係

技
術
特
論

十

二

時
間

四
　
水
質
関
係

技
術
特
論

十

一

時
間

様
式
第
一
（
第
四
条
関
係
）

様式第一（第四条関係） 
 

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者) 選任、死亡・ 

解任届出書 
 
 

年  月  日  
 
 

都 道 府 県 知 事

市 町 村 長  殿 

 
 

氏名又は名称及び住所    
     届出者 並びに法人にあつては、    

その代表者の氏名        
 
 

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項の規定に基づき、次のと

おり届け出ます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特 定 工 場 の 名 称   ※ 整 理 番 号  

特 定 工 場 の 所 在 地   ※ 受理年月日   年  月  日 

特定事業者の常時使用する

従業員数 
 ※ 特定工場の番号 

 

選 任 年 月 日   年  月  日 ※ 備 考 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

公害防止統括者
 

 
 
 

職 名
  

 
 
 

氏 名
 

選 任 の 事 由  

（死亡・解任）年月日    年  月  日 ※ 備 考 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

公害防止統括者
 

 
 
 

職 名
  

 
 
 

氏 名
 

解 任 の 事 由  

備考 １ ※印の欄は記載しないこと。 
   ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
       

公害防止統括

者の代理者 

公害防止統括

者の代理者 

様
式
第
二
（
第
七
条
関
係
）

様式第二(第七条関係) 

  
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者) 選任、死亡・

解任届出書 
  

年  月  日 

  
都道府県知事 
市 町 村 長 

  殿 

 

届出者 
氏名又は名称及び住所 
並びに法人にあつては、 
その代表者の氏名 

  特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第４条第３項において準用する第

３条第３項(第６条第２項において準用する第３条第３項)の規定に基づき、次のとおり

届け出ます。 

特 定 工 場 の 名 称   ※ 整 理 番 号   

特 定 工 場 の 所 在 地   ※ 受理年月日 年 月 日 

大気関係 

排 出 ガ ス 量   
※ 特定工場の

番号 
  

ばい煙発生施設の
種類 

別紙のとおり。 ※ 備 考 

  

水質関係 

排 出 水 量   

特定地下浸透水の
浸透の有無 

  

汚水等排出施設の
種類 

別紙のとおり。 

騒音関係 
騒音発生施設の種
類 

  

特定粉じ
ん関係 

特定粉じん発生施
設の種類 

  

一般粉じ
ん関係 

一般粉じん発生施
設の種類 

  

振動関係 
振動発生施設の種
類 

 

ダイオキ
シン類関
係 

ダイオキシン類発
生施設の種類 

  

公害防止管理者 
公害防止管理
者の代理者 

選 任 年 月 日 年  月  日 

職 名   

氏 名   

担 任 業 務 の 範 囲   

 

公害防止管理者（公害防止管

理者の代理者）が他の工場の

公害防止管理者（公害防止管

理者の代理者）を兼ねている

場合は、その兼ねている工場

の名称及び所在地 
 

 

選 任 の 事 由   

公害防止管理者 
公害防止管理
者の代理者 

( 死 亡 ・ 解 任 ) 年 月 日 年  月  日 

職 名   

氏 名   

担 任 業 務 の 範 囲   

 

公害防止管理者（公害防止管

理者の代理者）が他の工場の

公害防止管理者（公害防止管

理者の代理者）を兼ねている

場合は、その兼ねている工場

の名称及び所在地 
 

 

解 任 の 事 由   

備考 

１ 大気関係、水質関係、騒音関係、特定粉じん関係、一般粉じん関係、振動関係又は

ダイオキシン類関係のうち該当する項に所要事項を記載すること。大気関係及び水質

関係については公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)の項には、「○○関係第○

種」公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)と記載すること。 

２ 公害防止管理者を２名以上選任する場合は、関係公害防止管理者及び同代理者の項

を追加して記載すること。 

３ ※印の欄は記載しないこと。 

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

５ 公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）を２以上の工場に選任する場合は、特

定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第５条第２号の主務大臣が

定める基準を満たしていることを証する書面を添付すること。 

 

9



様
式
第
三
（
第
九
条
関
係
）

様式第三（第九条関係） 
 

公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の代理者） 選任、死亡・ 
解任届出書 

 
 

年  月  日  

都 道 府 県 知 事

市 町 村 長  殿 

 
 

氏名又は名称及び住所    
     届出者 並びに法人にあつては、    

その代表者の氏名        
 
 

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第５条第３項において準用する第３

条第３項（第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定に基づき、次のとおり届

け出ます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特 定 工 場 の 名 称  ※ 整理番号  

特 定 工 場 の 所 在 地  ※ 受理年月日  年  月  日 

排 出 ガ ス 量 
 ※ 特定工場の

番号 
 

排 出 水 量  ※ 備 考  

選 任 年 月 日   年  月  日 

公 害 防 止  

主 任 管 理 者 
 
 

職 名
  

 
 
 

  

氏 名
 

選 任 の 事 由  

（死亡・解任） 年 月 日   年  月  日 ※ 備 考 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

公 害 防 止  

主 任 管 理 者 
 
 

職 名
  

 
 
 

氏 名
 

解 任 の 事 由  

備考 １ ※印の欄は記載しないこと。 
   ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

公害防止主
任管理者の
代理者 

公害防止主
任管理者の
代理者 

様
式
第
三
の
二
（
第
十
条
の
二
関
係
）

様式第三の二（第十条の二関係） 
 

承 継 届 出 書 
 
 

年  月  日  
 
 

 
都 道 府 県 知 事

市 町 村 長 殿 
 
 

氏名又は名称及び住所     
     届出者 並びに法人にあつては、     

その代表者の氏名         
 
 

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項（第４条第３項、第５条

第３項、第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定による届出をした特定事業者

の地位を承継したので、同法第６条の２第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 
 

特 定 工 場 の 名 称   ※整 理 番 号  

特 定 工 場 の 所 在 地  ※受 理 年 月 日   年  月  日 

承 継 の 年 月 日   年  月  日 ※特定工場の番号  

被承継者
 

氏 名 又 は 職 名
  

 
 
 

※備 考 
 
 
 

 
 
 
 
 

住 所
 

承 継 の 原 因  

備考 １ ※印の欄は記載しないこと。 
   ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
 
 

 
 
 
 
 

様
式
第
三
の
三
（
第
十
条
の
二
関
係
）

様式第三の三（第十条の二関係） 
 

相 続 同 意 証 明 書 
 
 

年  月  日 
 
 

都 道 府 県 知 事

市 町 村 長 殿 

 
 

証明者 氏名            
住所             

 
 
 

 次のとおり特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項（第４条第３

項、第５条第３項、第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定による届出をした

特定事業者について相続がありましたことを証明します。 
 
１ 被相続人の氏名及び住所 
 
２ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項（第４条第３項、第５

条第３項、第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定による届出をした特定事

業者の地位を承継する者として選定された者の氏名及び住所 
 
３ 相続開始の年月日 
 
備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 証明者は、特定事業者の地位を承継する者として選定された者以外の相続人全員 
が記名すること。 

 
 

様
式
第
三
の
四
（
第
十
条
の
二
関
係
）

様式第三の四（第十条の二関係） 

 

相 続 証 明 書 

 

 

年  月  日     

 

 

都道府県知事

市 町 村 長 殿 

 

  

証明者 氏名又は名称及び住所      
 並びに法人にあつては、     
その代表者の氏名         

 

氏名又は名称及び住所      
並びに法人にあつては、     
その代表者の氏名         

 

 

 

 次のとおり特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項（第４条第

３項、第５条第３項、第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定による届出を

した特定事業者について相続がありましたことを証明します。 

 

１ 被相続人の氏名及び住所 

 

２ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項（第４条第３項、第 

５条第３項、第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定による届出をした特 

定事業者の地位を承継した者の氏名及び住所 

 

３ 相続開始の年月日 

 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 証明者は、２人以上とすること。 
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様
式
第
四
（
第
十
五
条
関
係
）

様式第四（第十五条関係） 

 

 

 

※ 整理番号   

 ※ 受理年月日  

※ 試験の結果  

※ 試験年月日  

 

公害防止（主任）管理者試験受験願書 

 

 

  経 済 産 業 大 臣 

環  境  大  臣  殿 

 

                                        年  月  日 

ふ り が な 

                                                    氏名          

 

 

 

 

  

 

現 住 所 （ 郵 便 番 号 ）    

生 年 月 日  

希 望 す る 受 験 地  

受 験 し た い 試 験 の 区 分  

試験科目免除申請の有無           有           無           

免除を希望する試験科目  

 

写    真    欄 

 

写真の大きさは、たて、よこ各３セン

チメートルとし、出願前６ヶ月以内に

脱帽正面で撮影した上半身像を貼りつ 

けること。 

 

撮 影 年 月 日 年  月  日 

 

 備考 １ ※印の欄は記載しないこと。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

３ 「試験科目免除申請の有無」の欄には、試験科目の免除を受けようとする場合は「有」を、免除

を受けない場合は「無」を○で囲むこと。 

４ 「免除を希望する試験科目」の欄には、試験科目の免除を受けようとする場合における当該免除

を受けようとする試験科目を記入すること。 

５ 試験科目の免除を受けようとする場合は、当該免除を受ける資格を有することを証する書面を添

付すること。 

６ 左上の余白に収入印紙をはること（消印しないこと。）。 

 

様
式
第
五
（
第
十
六
条
関
係
）

国

家

試

験

合

格

証

書

第

号

（
氏

名
）

年

月

日

生

試

験

の

区

分

右
の
者

は
特

定
工

場
に
お

け
る
公

害
防

止
組

織
の
整

備
に

関
す
る

法
律

第
八
条

第
一

項
の

規
定
に

よ
り
実

施
し

た
右

試
験
の

区
分

に
関
す

る
国

家
試

験
に
合

格
し

た
こ
と

を
証

明
す
る

。

年

月

日

経

済

産

業

大

臣

印

環

境

大

臣

印

指

定

試

験

機

関

の

長

印

様式第五（第十六条関係）

様
式
第
六
（
第
十
七
条
関
係
）

様式第六（第十七条関係） 

 

 

 

※ 受 理 年 月 日   

 ※ 再交付年月日  

 

国家試験合格証書再交付申請書 

 

 

  経 済 産 業 大 臣 

環  境  大  臣  殿 

  指 定 試 験 機 関 

 

                                  年  月  日 

 

                                氏名        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現 住 所（郵便番号） 
 

 

 

生  年  月  日                                        年  月  日  

受 験 し た 年               年  月 

受験した試験の区分 
 

 

合 格 証 書 の 番 号   第      号    

再交付を受ける理由 
 

 

 備考 １ ※印の欄は、記載しないこと。 

    ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

    ３ 経済産業大臣及び環境大臣が試験事務を行う場合には、左上の余白に収入印紙 

をはること（消印しないこと。）。 

    ４ 指定試験機関が試験事務を行う場合には、所定の手続により再交付手数料を納付 

すること。 

 

様
式
第
七
（
第
十
八
条
関
係
）

修

了

証

書

第

号

（

氏

名

）

年

月

日

生

講

習

の

区

分

右

の

者

は

特

定

工

場

に
お

け

る

公

害

防

止

組
織

の

整

備

に

関

す

る
法

律

施

行

令

に

規

定

す
る

経

済

産

業

大

臣
及

び

環

境

大

臣

の

登

録

を

受

け

た
者

が

行

う

右

区

分
の

講

習

の

課

程

を

修

了

し
た

こ

と

を

証

明

す

る
。

年

月

日

（

登

録

講

習

機

関

の

長
）

印

様式第七（第十八条関係）
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様
式
第
八
（
第
十
九
条
関
係
）

様式第八（第十九条関係） 

 

 

 

講習機関登録申請書 

  
                               年  月  日 

  
経済産業大臣 

殿 
環 境 大 臣 

 

 
氏名又は名称及び住所    
並びに法人にあつては、  
その代表者の氏名       

  
  
   特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第十九条の規定に基づき、

次のとおり特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及

び別表第三の各項の下欄の登録を受けたいので申請します。 

１ 講習の業務を行おうとする事務所 
名   称  

所 在 地  

２ 講習の業務を開始しようとする年月日 年  月  日 

３ 行おうとする講習の区分  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

    

 

様
式
第
九
（
第
三
十
八
条
関
係
）

様式第九（第三十八条関係）

表

第 号

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第11条第3項の規定による身分証明書

職名及び氏名

生 年 月 日

写

年 月 日 発行

年 月 日 限り有効

真

都道府県知事

印

市 町 村 長

裏

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律抜すい

第11条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、

公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の

職務の実施状況の報告を求め、又はその職員に、特定工場に立ち入り、書類その他の

物件を検査させることができる。

３ 前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

人に提示しなければならない。

４ 第１項又は第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。

第14条 この法律に規定する都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定める

ところにより、政令で定める市の長（政令で定める特別区の区長を含むものとし、第

２条各号の政令で定める施設のうち騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されて

いる特定工場に係る事務については、市町村長とする。）が行うこととすることがで

きる。

第17条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

二 第11条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

12センチメートル

ル
ト

ー

メ
チ

ン
セ

８
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